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感染状況は７月に入り微増傾向に！

6/18～6/24 13.43人/日（前週比:0.61）

6/25～7/1 15.00人/日（前週比:1.12）

7/2～7/8    17.00人/日（前週比:1.13）

6/21 まん延防止措置に移行
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「きょうと人混みエリアマップ」データ分析
(株)ドコモ・インサイトマーケティング

「モバイル空間統計」データを加工

烏丸御池周辺 新京極周辺四条烏丸周辺

約12％増

約10％増約17％増

2068 2416 1124 1241 4325 4859

感染
拡大
への
懸念

若い世代の感染増加

知人・友人の感染経路増加

会食の機会の感染増加

緊急事態宣言下と直近の比較（土曜日）
19時～20時 6月19日 → 7月3日20歳代以下の推定人口



最近の感染状況等

▶ 20歳代以下の陽性者割合が増大

⇒ 34.0% （5/26-6/8）→ 37.2% （6/9-6/22）→ 48.6% （6/23-7/6）
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▶ 首都圏では感染再拡大の兆し

⇒ 東京都で４回目の緊急事態宣言発令へ

▶ 感染経路別の状況 （6/9～6/22 → 6/23～7/6）

⇒ 同 居 家 族 ５６．８％ → ４２．１％ 最も多い

⇒ 会 食 ３．７％ → １２．１％ 約３倍

⇒ 知人 ・ 友人 ７．４％ → １３．１％ 約２倍



府民・事業者の皆さまへの要請

※ 詳細は京都府ホームページで確認願います
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１．往来の自粛
（府内全域）

２．飲食店等への営業時間短縮の要請
（府内全域、7月26日以降は京都市域のみ）

３．催物（イベント等）の開催
（府内全域）

実
施
内
容

根 拠 特措法第２４条第９項による要請



▶ 不要不急の帰省や旅行などの

都道府県をまたぐ往来を控える

※特に、不要不急の往来を極力控える地域

・ 緊急事態措置や、まん延防止等重点措置が
実施されている地域

・ 感染拡大傾向の地域

１ 往来の自粛
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２ 飲食店等への営業時間短縮の要請①

施設の種類 内 訳 要 請 内 容

飲 食 店
飲食店（居酒屋を含む）、

喫茶店等（宅配・テークアウト
サービスを除く）

▶営業時間短縮
（5時～21時）を要請

ただし、酒類の提供は
11時～20時30分
（酒類提供の一定の要件
を満たした場合に限る）

遊 興 施 設
接客を伴う飲食店等で、食品衛
生法の飲食店営業許可等を受
けている店舗

※インターネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる
施設は、酒類の提供時間短縮のみ要請

※

協力金の支給
（店舗への支給額）

１店舗あたり、時短要請に応じた1日あたり（定休日除く）、

事業規模（売上高）に応じて、２．５万円～７．５万円
※詳細は府のホームページで確認してください
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期 間
令和3年7月12日（月）0時から8月1日（日）24時まで

※京都市以外の地域は、7月25日（日）まで
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• 従業員に対する検査を受けることの勧奨

• 入場をする者の整理等

• 感染防止措置を実施しない者の入場禁止（入場済みの方の退場を含む）

• 手指消毒設備の設置と消毒、施設の換気

• マスクの着用その他の感染防止に関する措置の入場者に対する周知

• アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等、

飛沫感染防止対策の実施

• カラオケ設備の使用の自粛

• ＣＯ２センサーの設置

• 業種別ガイドラインの遵守

営業にあたっての遵守事項

２ 飲食店等への営業時間短縮の要請②



① アクリル板等の設置（座席の間隔の確保）

② 手指消毒の徹底

③ 食事中以外のマスク着用の推奨

④ 換気の徹底

⑤ 同一グループの入店は、原則４人以内
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酒類提供を行うために満たすべき 「一定の要件」

２ 飲食店等への営業時間短縮の要請③



３ 催物（イベント等）の開催

地 域 府 内 全 域

期 間 令和3年7月12日（月）0時から8月11日（水）24時まで

要 請

内 容

①人数上限 ②営業時間短縮

5,000人又は収容定員５０％※以内
（10,000人以内）のいずれか大きい方

※大声での歓声等なし：１００％
２１時まで

③事前協議
①全国的な移動を伴うイベント、②参加者が1,000人を超え

るイベント、③やむを得ず開催時間の繰り下げが必要な場合
などは、事前に京都府相談窓口へメール等で相談

特措法によらない働きかけ
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主催者等に対し、以下の要件に沿った開催を要請



飲食店以外の施設への営業時間短縮の働きかけ

地 域 京都市域

期 間 令和3年7月12日（月）0時から8月1日（日）24時まで

対 象 商業施設等、イベント関連施設
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施設規模に関わらず特措法によらない働きかけ
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※遊興施設のうち、食品衛生法の飲食店営業許可等を受けている店舗は、飲食店等の
取扱いによる特措法第24条第9項による要請の対象

・施設内等における飲食店等の取扱いは、特措法第24条第9項による要請に準じる
・営業に際しては、業種別ガイドラインの遵守や、感染防止のための入場者の整理・誘導、
発熱等の症状を呈している者の入場禁止を徹底

（１）商業施設等

施設の種類 内 訳 内 容

①商業施設
大規模小売店、百貨店、ショッピング
センター、スーパー 等

・営業時間短縮
５時から２１時まで

（生活必需物資の小売関
係及び生活必需サー ビス
を営む店舗を除く）

②遊技施設
マージャン店、パチンコ店、ゲームセ
ンター 等

③遊興施設 ※
個室ビデオ店、射的場、勝馬投票券
発売所 等

④サービス業を

営む施設

スーパー銭湯、ネイルサロン、エステ
サロン、リラクゼーション 等



施設の種類 内 訳 内 容

①劇場、

映画館

劇場、観覧場、演芸場、映画館、プラ
ネタリウム 等

・営業時間短縮
２１時まで

・イベント開催の人数
上限等要件の遵守

人数上限5,000人又は収容定員
50%※以内（10,000人以内）のいず
れか大きい方

※大声での歓声等なし ： 100%

②集会・

展示施設

集会場、公会堂、展示場、貸会議室、文化
会館、多目的ホール

③ホテル・旅館
ホテル・旅館

（集会の用に供する部分に限る）

④運動施設、

遊技施設

体育館、スケート場、水泳場、屋内テニ
ス場、柔剣道場、ボウリング場、スポー
ツジム、ホットヨガ、ヨガスタジオ、野球
場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニ
ス場、ゴルフ練習場、バッティング練習
場、テーマパーク、遊園地 等

⑤博物館等 博物館、美術館 等

⑥結婚式場 結婚式場

（２）イベント関連施設
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▶ 出勤者数の７割削減 をめざし、
テレワークを一層推進してください

▶ 出勤する場合は人との接触を低減してください
・ローテーション勤務
・時差出勤や自転車通勤 など

▶ 困難な場合は、職場での密を避けてください
・週休の分散化、休暇取得 など
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職場への出勤

特措法によらない働きかけ



府民の皆さまへのお願い

～感染再拡大を抑制するために～



夏季にむけた感染防止対策

感染リスクの回避

▶ 海水浴、屋外プール、お祭り、キャンプなど
屋外でも感染防止対策を徹底してください！

▶ 都道府県をまたぐ往来に加え、
府域内の往来についても、慎重に行動してください！

屋外でも人が密集する場所では特に注意
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事業者等の皆さまへ

▶ バーゲンセール等の催し物開催に関する広報を控え、
人の密集が生じないように十分留意してください！



安心して飲食を行うための感染防止対策
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・家族等でも１テーブル４人まで

・発熱等の症状など、

体調不良の時は利用を控える

・営業時間短縮を要請している地域において

営業時間以降みだりに出入りしない

飲食時の「きょうとマナー」の徹底

飲食をされる皆さまへ
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接待を伴う飲食 大声で歌う 回し飲み

飲食の機会など
マスクのない会話は

感染リスクを高めます！


